
A: 北区：建築計画のお知らせ標識 900×900
B: 北区：建築計画のお知らせ標識 900×900

〇この標識は、東京都北区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する
　条例第５条第１項の規定により設置したものです。

〇東京都北区中高層建築物予防条例の標識を兼ねる場合


